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蓄電池の仕様を確認するための書類
（蓄電システムが当該年度のZEH化等支援事業の補助対象設備に登録されていない場合）

申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　

[bookmark: _GoBack]導入する蓄電池が下表の仕様を満たしていることを確認するため、仕様が確認できる書類名を申請者確認欄に記入し、その書類（取扱説明書、仕様書、保証書、カタログ等の該当ページ（表紙及び裏表紙を含む））の写しを添付してください。添付書類の該当箇所には、下表の「仕様番号」を記入し、確認箇所に○囲い等をして分かりやすくしてください。

	仕様番号
	内　　　　　　容
	申請者確認欄
	市確認欄

	１
	家庭用蓄電池（20kWh以下）である。
	
	

	２
	システム全体を統合して管理するための番号が付与されている。
※　蓄電池部（初期実効容量1.0kWh以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。
※　初期実効容量は、「JIS C 4413」で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。
	パッケージ型番
〔　　　　　　〕
	

	３－１
	初期実効容量
	
	

	３－２
	定格出力
	
	

	３－３
	保有期間（補助金により購入した場合の保有期間等）
	
	

	３－４
	廃棄方法
	
	

	３－５
	アフターサービス
	
	

	４－１
	メーカー保証が10年以上の蓄電システムである。
	
	

	４－２
	サイクル試験による性能が10年以上の蓄電池システムである。
	
	

	５
	蓄電池部安全基準について、「JIS C 8715-2」又は「IEC62619」の規格を満足すること。
	
	

	６
	【リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電池の場合のみ】
蓄電システム部が、「JIS C 4412」の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定める「JIS C 4412」適用の猶予期間中は、「JIS C 4412-1」若しくは「JIS C 4412-2」の規格も可とする。
	
	

	７
	【リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電池の場合のみ】
蓄電池容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものである。
	
	



